
 

議案第 ８ 号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条ただし書中「第２７９号」を「第２７８号」に改め、同条第１９４号

を次のように改める。 

 (194) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく確認申請又は同

法第１８条第２項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）

の規定に基づく通知に対する審査 

  ア 床面積の合計が３０平方メートル以内のもの  

１件につき １５，０００円 

  イ 床面積の合計が３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のも

の                 １件につき ２８，０００円 

  ウ 床面積の合計が１００平方メートルを超え２００平方メートル以内の

もの                １件につき ４３，０００円 

  エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平方メートル以内の



 

もの                １件につき ４８，０００円 

  オ 床面積の合計が３００平方メートルを超え５００平方メートル以内の

もの                １件につき ５５，０００円 

  カ 床面積の合計が５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以

内のもの              １件につき ６６，０００円 

  キ 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの            １件につき ９３，０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの           １件につき １６０，０００円 

ケ 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの          １件につき ２８０，０００円 

コ 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メ

ートル以内のもの         １件につき ３７０，０００円 

サ 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの         １件につき ４６０，０００円 

シ 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超えるもの  

１件につき ９００，０００円 

床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じて定める面積について算

定する。 

ア 建築物を建築する場合（イに掲げる場合及び移転する場合を除く。） 

当該建築に係る部分の床面積 

  イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転

する場合を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床

面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又



 

はその用途を変更する場合（エに掲げる場合を除く。） 当該移転、修

繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模

の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当

該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

第２条第１９５号ア中「１６，０００円」を「２４，０００円」に改め、同

号イ中「１９，０００円」を「３０，０００円」に改め、同号ウ中「２５，０

００円」を「３９，０００円」に改め、同号サを同号シとし、同号オから同号

コまでを同号カから同号サまでとし、同号エ中「２００平方メートル」を「３

００平方メートル」に、「３４，０００円」を「５３，０００円」に改め、同

号エを同号オとし、同号ウの次に次のように加える。 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平方メートル以内の

もの                １件につき ４４，０００円 

第２条第１９６号ア中「１５，０００円」を「２３，０００円」に改め、同

号イ中「１８，０００円」を「２９，０００円」に改め、同号ウ中「２４，０

００円」を「３８，０００円」に改め、同号サを同号シとし、同号オから同号

コまでを同号カから同号サまでとし、同号エ中「２００平方メートル」を「３

００平方メートル」に、「３１，０００円」を「４９，０００円」に改め、同

号エを同号オとし、同号ウの次に次のように加える。 

エ 床面積の合計が２００平方メートルを超え３００平方メートル以内の

もの                １件につき ４２，０００円 

 第２条第１９７号を次のように改める。 

(197) 建築基準法第７条第１項の規定に基づく申請又は同法第１８条第２０

項の規定に基づく通知に係る完了検査（当該完了検査の対象に建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下



 

「建築物省エネ法」という。）第１１条第１項若しくは第２項又は第１２

条第２項若しくは第３項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物、当該計画の変更に係る

建築物その他建築物省エネ法第２条第１項第３号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物として市長が別に定める

もの（以下この号において「判定建築物等」という。）が含まれる場合に

限る。）  

ア 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する部分を有しないもの

に限る。第２６４号、第２６６号、第２７０号及び第２７２号において

同じ。）その他これに類する建築物として市長が別に定めるもの（第２

６８号において「一戸建ての住宅等」という。）                

１件につき 前２号に規定する額に１４，０００円を加えた額 

イ ア以外の建築物 １件につき 前２号に規定する額に次に掲げる判定

建築物等の部分の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

  (ア) 住宅部分（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省・国土交通省令第１号。以下この号、第２６４号、第

２６６号、第２６８号及び第２７０号において「基準省令」という。）

第１条第２項に規定する住宅部分をいう。以下この号、第２６４号、

第２６８号及び第２７０号において同じ。） 次に掲げる判定建築物

等の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

２１，０００円 

ｂ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの            ３５，０００円 

ｃ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，００



 

０平方メートル未満のもの          ６７，０００円 

ｄ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの 

１００，０００円 

   (イ) 非住宅部分（基準省令第１条第１項第１号に規定する非住宅部分を

いう。以下この号、第２６４号、第２６８号及び第２７０号において

同じ。） 次に掲げる判定建築物等の区分に応じ次に規定する額 

    ａ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

１９，０００円 

    ｂ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの           ２６，０００円 

    ｃ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの         ３８，０００円 

    ｄ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの         ９５，０００円 

    ｅ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの       １４０，０００円 

    ｆ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの       １８０，０００円 

ｇ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の                    ２２０，０００円 

床面積の合計は、判定建築物等を新築した場合にあっては当該新築に係

る床面積について算定し、判定建築物等を増築し、又は改築した場合にあ

っては当該増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。この場合

において、工場その他エネルギーの使用の状況に関してこれに類する判定

建築物等の部分で市長が認めるものに係る床面積は除いて算定する。 



 

第２条第１９８号ア中「１５，０００円」を「２４，０００円」に改め、同

号イ中「１８，０００円」を「２８，０００円」に改め、同号ウ中「２３，０

００円」を「３７，０００円」に改め、同号サを同号シとし、同号オから同号

コまでを同号カから同号サまでとし、同号エ中「２００平方メートル」を「３

００平方メートル」に、「３２，０００円」を「５０，０００円」に改め、同

号エを同号オとし、同号ウの次に次のように加える。 

エ 中間検査を行う部分の床面積の合計が２００平方メートルを超え３０

０平方メートル以内のもの      １件につき ４２，０００円 

第２条第２６４号ア中「第１５条第１項」を「第１４条第１項」に、「（第

２６６号、第２７０号、第２７２号及び第２７４号」を「（第２６６号、第２

７０号及び第２７２号」に改め、同号ア( ア )中「（人の居住の用以外の用に供す

る部分を有しないものに限る。以下この号、第２６６号、第２７０号、第２７

２号及び第２７４号において同じ。）」を削り、「４，９００円」を「４，７

００円」に改め、同号ア(イ)ａを次のように改める。 

ａ 住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

   ⒜ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

９，４００円 

     ⒝ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          ２０，０００円 

     ⒞ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ４５，０００円 

⒟ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの 

８１，０００円 

第２条第２６４号ア(イ)ｂを削り、同号ア(イ)ｃを次のように改める。 

   ｂ 非住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 



 

     ⒜ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

                            ９，４００円 

     ⒝ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００

０平方メートル未満のもの         １６，０００円 

     ⒞ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       ２７，０００円 

     ⒟ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの       ８０，０００円 

     ⒠ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      １３０，０００円 

     ⒡ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの    １６０，０００円 

     ⒢ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの                  ２００，０００円 

 第２条第２６４号イ(イ)を次のように改める。 

  (イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築

物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

２３，０００円 

⒝ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          ４２，０００円 

⒞ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ８１，０００円 

⒟ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの 



 

１３８，０００円 

ｂ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 基準省令第１０条第１号ロ⑴に規定する非住宅部分の誘導設計

一次エネルギー消費量が計算されている場合 次に掲げる建築物

の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

２３０，０００円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの      ２９０，０００円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの     ３７０，０００円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ５３０，０００円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ６５０，０００円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ７７０，０００円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ８７０，０００円 

⒝ ⒜以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

８７，０００円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの      １１０，０００円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，



 

０００平方メートル未満のもの     １５０，０００円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２４０，０００円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ３１０，０００円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ３７０，０００円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ４４０，０００円 

 第２条第２６４号ウ(ア)ａ中「又は」を「及び」に改め、同号ウ(ア)ｂを同号ウ

(ア)ｃとし、同号ウ(ア)ａの次に次のように加える。 

ｂ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適用され

る場合又は同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される場合 次

に掲げる当該認定申請に係る一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定

する額 

⒜ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

２５，０００円 

⒝ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ２８，０００円 

 第２条第２６４号ウ(イ)を次のように改める。 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築 

物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準が適用さ

れる場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 



 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

６９，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの       １２０，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２００，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  ２８０，０００円 

⒝ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適用さ

れる場合又は同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される場合 

次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

５１，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの        ８６，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     １５０，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  ２２０，０００円 

⒞ 基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に規定する基準が適用さ

れる場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

３３，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの        ５７，０００円 



 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     １００，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  １６０，０００円 

ｂ 非住宅部分 イ(イ)ｂに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｂに規定する

額 

 第２条第２６６号ア(ア)中「２，４５０円」を「２，３５０円」に改め、同号

ウ(ア)ａ中「又は」を「及び」に改め、同号ウ(ア)ｂを同号ウ(ア)ｃとし、同号ウ(ア)

ａの次に次のように加える。    

ｂ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適用され

る場合又は同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される場合 次

に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 １２，５００円 

⒝ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  

１４，０００円 

 第２条第２６８号を次のように改める。 

(268) 建築物省エネ法第１１条第１項又は第１２条第２項の規定に基づく建 

築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合

性判定 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２

８年国土交通省令第５号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。）

第２４条第２項に規定する通知書が添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅等         １件につき ４，７００円 

(イ)  (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる建築物の部分の区分に応



 

じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 １件につき 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定

する額 

⒜ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

９，４００円 

⒝ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          ２０，０００円 

⒞ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ４５，０００円 

⒟ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの 

８１，０００円 

ｂ 非住宅部分 １件につき 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定

する額 

⒜ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

９，４００円 

⒝ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００

０平方メートル未満のもの         １６，０００円 

⒞ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       ２７，０００円 

⒟ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの       ８０，０００円 

⒠ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      １３０，０００円 

⒡ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの    １６０，０００円 



 

⒢ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの                  ２００，０００円 

イ ア以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅等 １件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に

規定する額 

ａ 基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準が適用

される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

３４，０００円 

⒝ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

３８，０００円 

ｂ 基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適用

される場合、同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される場合又

は同号イただし書の国土交通大臣が定める基準及び同号ロ⑴に規定

する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規

定する額 

⒜ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 

 ２５，０００円 

⒝ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

２８，０００円 

ｃ 基準省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に規定する基準が適用

される場合又は同号イただし書の国土交通大臣が定める基準及び同

号ロ⑵に規定する基準が適用される場合 次に掲げる建築物の区分

に応じ次に規定する額 

⒜ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの 



 

１７，０００円 

⒝ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

１９，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる建築物の部分の区分に応

じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 １件につき 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定す

る額 

⒜ 基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準が適

用される場合その他これに類する場合として市長が別に定める場

合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

６９，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの       １２０，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２００，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも 

の                  ２８０，０００円 

⒝ 基準省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適

用される場合又は同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される

場合その他これに類する場合として市長が別に定める場合 次に

掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

５１，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００



 

０平方メートル未満のもの        ８６，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     １５０，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  ２２０，０００円 

⒞ 基準省令第１条第１項第２号イ⑵及びロ⑵に規定する基準が適

用される場合その他これに類する場合として市長が別に定める場

合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

３３，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの        ５７，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     １００，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  １６０，０００円 

ｂ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準が適用される場

合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

８７，０００円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの      １１０，０００円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの     １５０，０００円 



 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２４０，０００円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ３１０，０００円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ３７０，０００円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ４４０，０００円 

⒝ ⒜以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの

２３０，０００円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０

００平方メートル未満のもの      ２９０，０００円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの     ３７０，０００円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ５３０，０００円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ６５０，０００円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ７７０，０００円 

ⅶ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ８７０，０００円 

床面積の合計の算定については、第１９７号の床面積の算定方法を準用

する。 



 

 第２条第２６９号中「第１２条第２項又は第１３条第３項」を「第１１条第

２項又は第１２条第３項」に改め、同号ア中「第１２条第１項又は第１３条第

２項」を「第１１条第１項又は第１２条第２項」に改め、同条第２７０号中「第

３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同号ア中「第３５条第１項各号」

を「第３０条第１項各号」に改め、同号ア(ア)中「４，９００円」を「４，７０

０円」に改め、同号ア(イ)ａを次のように改める。 

  ａ 住宅部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

   ⒜ 住宅部分の床面積の合計３００平方メートル未満のもの 

９，４００円 

     ⒝ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          ２０，０００円 

     ⒞ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ４５，０００円 

⒟ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のもの 

８１，０００円 

第２条第２７０号ア(イ)ｂを削り、同号ア(イ)ｃを次のように改める。 

   ｂ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

     ⒜ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

９，４００円 

⒝ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００

０平方メートル未満のもの         １６，０００円 

⒞ 非住宅部分の床面積の合計が１，０００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のもの       ２７，０００円 

⒟ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの       ８０，０００円 



 

⒠ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      １３０，０００円 

⒡ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの    １６０，０００円 

⒢ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの                  ２００，０００円 

第２条第２７０号イ中「添付されている場合」の次に「（基準省令第１３条

第３項第１号に規定する共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量が計算され

ている場合を除く。）」を加え、同号イ(イ)ａ中「住戸の総数」を「建築物」に

改め、同号イ(イ)ｂを削り、同号イ(イ)ｃを同号イ(イ)ｂとし、同号ウ(ア)ａ中「又は」

を「及び」に改め、同号ウ(ア)ｂを同号ウ(ア)ｃとし、同号ウ(ア)ａの次に次のよう

に加える。  

ｂ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適用され

る場合又は同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される場合 次

に掲げる当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一戸建ての

住宅の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

２５，０００円 

⒝ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ２８，０００円 

 第２条第２７０号ウ(イ)を次のように改める。 

   (イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る建築物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

⒜ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準が適用さ



 

れる場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

 ６９，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの       １２０，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２００，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  ２８０，０００円 

⒝ 基準省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑵に規定する基準が適用さ

れる場合又は同号イ⑵及びロ⑴に規定する基準が適用される場合  

次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

５１，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの        ８６，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     １５０，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  ２２０，０００円 

⒞ 基準省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に規定する基準が適用さ

れる場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

３３，０００円 

ⅱ 住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００



 

０平方メートル未満のもの        ５７，０００円 

ⅲ 住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     １００，０００円 

ⅳ 住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上のも

の                  １６０，０００円 

ｂ 非住宅部分 イ(イ)ｂに掲げる場合の区分に応じイ(イ)ｂに規定する

額 

第２条第２７１号中「第３５条第２項後段」を「第３０条第２項後段」に、

「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同条第２７２号中「第３６

条第１項」を「第３１条第１項」に改め、同号ア中「第３５条第１項各号」を

「第３０条第１項各号」に、同号ア(ア)ａ中「第３５条第１項」を「第３０条第

１項」に、「２，４５０円」を「２，３５０円」に改め、同号ア(ア)ｂ中「４，

９００円」を「４，７００円」に改め、同条第２７３号中「第３６条第２項」

を「第３１条第２項」に、「第３５条第２項後段」を「第３０条第２項後段」

に、「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に改め、同条第２７４号を削り、

同条第２７５号中「第１２条第２項」を「第１１条第２項」に、「第１３条第

３項」を「第１２条第３項」に、「第１１条」を「第１３条」に改め、同号を

同条第２７４号とし、同条第２７６号から同条第２９４号までを１号ずつ繰り

上げる。 

 第５条中「第２条第２９２号」を「第２条第２９１号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に増築又は改築に係る工事に着手した建築物の非住



 

宅部分の全体に係る建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部

を改正する省令（令和６年経済産業省・国土交通省令第１号）による改正前

の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号）第１条第１項第１号イ又はロに規定する非住宅部分の

設計一次エネルギー消費量が計算されている場合における改正後の条例第２

条第１９７号、第２６８号、第２６９号及び第２７４号に規定する手数料の

算定（床面積の算定に係る部分に限る。）に関するこれらの規定の適用につ

いては、同条第１９７号中「増築又は改築に係る部分」とあるのは「建築物

の非住宅部分の全体」と、同条第２６８号中「第１９７号」とあるのは「川

崎市手数料条例の一部を改正する条例（令和７年川崎市条例第 号）附則第

２項の規定により読み替えられた第１９７号」と、同条第２６９号中「前号」

とあるのは「川崎市手数料条例の一部を改正する条例（令和７年川崎市条例

第 号）附則第２項の規定により読み替えられた前号」と、同条第２７４号

中「第２６８号」とあるのは「川崎市手数料条例の一部を改正する条例（令

和７年川崎市条例第 号）附則第２項の規定により読み替えられた第２６８

号」とする。 
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制 定 要 旨 

  

建築基準法の一部改正に伴い、確認申請等に係る手数料の額を改定すること、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正により、建築物

エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる建築物の範囲が拡大され

たことに伴い、新たに対象とされた建築物に係る建築物エネルギー消費性能適

合性判定に係る手数料を追加すること等のため、この条例を制定するものであ

る。 


